
委員の一部
から

県行動計画上の新型インフルエンザ等対策に係る体制

本部長（総括・主宰） ： 知事
副本部長：副知事
本 部 員：各部局長、行政改革・危機管理監、会

計管理者、病院事業管理者、教育長、
警察本部長等

＜主な任務＞
〇 新型インフルエンザの発生に備え、特措法に基づく

「都道府県行動計画」を決定するなど、県が一体と
なった対策を推進。

青森県新型インフルエンザ対策推進本部
（青森県新型インフルエンザ対策推進本部設置要綱）

① 行動計画の案を作成するときは、その案に関する
意見を聴く。また、行動計画の変更も同様。※小康
期にも、行動計画の見直し等。

② ①のほか対策の推進に必要な意見

本部長（総括・主宰）： 知事
副本部長：副知事
本 部 員：各部局長、行政改革・危機管理監、会計

管理者、病院事業管理者、教育長、警
察本部長

＜主な任務＞
○ 県、区域内の市町村・指定（地方）公共機関が実施

する県の区域における新型インフルエンザ等対策の
総合的な推進

青森県新型インフルエンザ等対策本部
（特措法、青森県新型インフルエンザ対策本部条例）

発生時

小
康
期

平時

議長：委員から互選
委員：医療、医薬品、電気・ガス等のライフライ

ン事業者、事業者団体、市町村関係団体、
感染症や法律などの学識経験者※知事が委嘱
等

＜主な任務＞

○ 知事からの求めに応じて、都道府県行動計画の
案に関して、その専門的技術的観点などから必要
な意見を取りまとめる。

新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議
（新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議設置要綱）

県が実施する対策等
について、医学・公衆
衛生上の意見を聴く

会長 ： 委員から互選
委員 ：県医師会、感染症指定医療機関、中核病院、

薬剤師会、看護協会等 ※知事が委嘱等

＜主な任務＞

○ 知事からの求めに応じて、新型インフルエンザ
等対策に係る医療提供体制の確保及びその充
実を図る。

青森県新型インフルエンザ対策医療協議会
（青森県新型インフルエンザ対策医療協議会設置要綱）
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新型インフルエンザ等対策青森県行動計画の概要

行動計画に基づき、国、県、市町村、事業者等が連携・協力し、
発生段階に応じた対策を総合的に推進

対策の目的及び基本的な方針

○感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護する。
○県民生活・地域経済に及ぼす影響を最小となるようにする。

※社会状況に応じて臨機応変に対応する。
※医療機関等の対策を実施する現場が動きやすくなるよう配慮

対策実施上の留意点

○基本的人権の尊重
○危機管理としての特措法の性格
○関係機関相互の連携協力の確保
○記録の作成・保存

対策の効果 概念図

ピークを
遅らせる

医療体制
の強化

ピーク時の患者数等
を小さくする

医療提供の

キャパシティ

対策なし

対策あり

患
者
数
等

参考：流行規模・被害想定

○発病率 県人口の約25％

○医療機関受診患者数 14万4千人～26万6千人

○死亡者数 2,050人～7,700人

○従業員の欠勤 最大40％程度

（ピーク時の約２週間）

※上記の推計には、抗インフルエンザウイルス薬等による介入の影
響（効果）、現在のわが国の医療体制等を一切考慮していない。
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○ 特措法に基づく都道府県行動計画として初めての計画。
○ 特措法で新たに盛り込まれた各種の措置の運用等を記載。

３.感染拡大防止

４. 予防接種

５. 新感染症

６. 留意事項

●従来の行動計画（平成23年4月青森県新型インフルエンザ対策推進本部決定）との比較表

■ 指定（地方）公共機関の役割等を新たに規定
■ 新型インフルエンザ等対策青森県関係者会議等の位置づけを新たに規定
■ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言の運用を新たに規定

■ 法定化された不要不急の外出自粛等の要請等について規定
■ 法定化された施設の使用制限の要請等について規定

■ 法定化された「特定接種」の対象事業者における対応等を新たに明らかにした
■ 住民接種の接種順位の基本的考え方を規定

■ 行動計画の対象を新感染症に拡大

■ 基本的人権の尊重について記載を充実
■ 記録の保存について新たに規定

県行動計画のポイント

１.計画の構成等 ■ 国の行動計画と同じ構成に変更
■ 発生段階は５段階とし、さらに県内における発生段階を区分
■ 対策の主要項目は、国の計画に準じて６項目に規定

２.新型インフルエ
ンザ等に対する
体制
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対
策
の

考
え
方

・国内発生をできる限り遅らせ
る、早期発見に努める

・国内発生に備えての体制整
備

・流行のピークを遅らせるため
の感染拡大防止策を実施

・患者に適切な医療を提供
・感染拡大に備えた体制整備

・感染拡大防止策から被害軽
減に変更

・住民の生活及び地域経済へ
の影響を最小限に抑える

・第二波に備えた第一波の評
価
・医療体制、社会経済活動の

回復

実
施
体
制

・県対策本部の設置（政府と同時）

・国の基本的対処方針及び青森
県行動計画に基づく対処

等

・県対策本部の総合調整等
・政府現地対策本部等との連携

等

・県・市町村の対策本部の総合調
整等

・ （国内感染の拡大に伴い）変更
された基本的対処方針及び県
行動計画に基づく対処

等

・ （小康期に伴い）変更された基
本的対処方針及び県行動計
画に基づく対処

・ 患者発生の減少に伴う対策
の見直し

等

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

・情
報
収
集

・国、他都道府県等との連携によ
る情報収集

・国内発生（県内発生）に備えた
サーベイランス体制の強化

等

・患者の全数把握、学校等の集
団発生状況の把握

・患者の臨床情報把握
・在日米軍との相互通報（小康期

まで継続）

等

・入院患者、死亡者の発生動向を
調査、重症化の状況を把握

・集団発生の把握（患者の増加に
伴い全数把握は中止）

等

・他都道府県・市町村の対応に
係る情報収集

・引き続き、学校等における集
団発生状況の把握

等

情
報
提
供
・共
有

・海外での発生状況情報提供
・県のコールセンター等の設置
・市町村へコールセンター等の設
置要請

等

・他都道府県・市町村等との情報
共有の強化、住民への情報発
信の強化

・県のコールセンター等の体制の
充実・強化

・市町村へコールセンター等の体

制強化要請 等

同左

・情報提供のあり方の見直し
・県のコールセンター等に寄せ
られた問い合わせのとりまとめ

等

国、県、指定（地方）公共機関等を挙げての体制強化

政府対策本部の「緊急事態宣言」により、市町村対策本部の設置

発生段階に応じたサーベイランスの実施

一元的な情報発信、住民へのわかりやすい情報提供

（注）発生段階はあくまで目安に過ぎず、必要な対策を柔軟に選択し、実施する。

海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期

県内発生早期海外発生期 県内感染期 小康期県内未発生期

発生段階ごとの対策の概要
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対
策
の

考
え
方

・国内発生をできる限り遅らせる、
早期発見に努める

・国内発生に備えての体制整備

・流行のピークを遅らせるための
感染拡大防止策を実施

・患者に適切な医療を提供
・感染拡大に備えた体制整備

・感染拡大防止策から被害軽減
に変更

・住民の生活及び地域経済への
影響を最小限に抑える

・第二波に備えた第一波の評価

・医療体制、社会経済活動の回
復

予
防
・

ま
ん
延
防
止

・水際対策に伴う協力
・特定接種の準備・開始

等

・特定接種の準備・開始
・住民接種の準備・開始
・住民等に対する手洗い、咳エ
チケット等の勧奨

★外出自粛要請
★施設の使用制限

・住民等に対する手洗い、咳エ
チケット等の勧奨

・住民に対する予防接種の継続
★外出自粛要請 ※
★施設の使用制限 ※
※ 患者数増加に伴い医療体制の負

荷が課題となる特別な場合

・第二波に備えた、住民に対
する予防接種の継続

等

医

療

・国内発生に備えた医療体制整
備
・「帰国者・接触者外来」の設置
・「帰国者・接触者相談セン
ター」の設置

・感染症指定医療機関等へ受
入準備要請

等

・専用外来、入院措置の継続
・必要に応じた全ての医療機関
における診療の開始

・診断・治療に資する情報等の
医療機関への提供

・抗インフルエンザウイルス薬
の適正な流通指導

等

・ファックスによる処方せん送付
・備蓄している抗インフルエンザ
ウイルス薬の使用

・医療従事者に対する従事要請
及び補償

★医療の確保等の要請
★臨時の医療施設の設置

等

・抗インフルエンザウイルス薬
の備蓄

等

県
民
生
活
及
び
地
域

経
済
の
安
定
の
確
保

・指定（地方）公共機関等の事
業継続に向けた準備

・職場における感染予防策の準
備

等

・消費者としての適切な行動の
呼びかけ、事業者に買占め・
売惜しみが生じないよう要請

★指定（地方）公共機関は業務の実施
のための必要な措置を開始

★緊急物資の運送
★生活関連物資等の価格の安定

等

・消費者としての適切な行動の
呼びかけ、事業者に買占め・
売惜しみが生じないよう要請

★指定（地方）公共機関は業務計画に
基づき業務を継続

★緊急物資の運送
★生活関連物資等の価格の安定
★物資の売渡しの要請、融資等

★要配慮者への生活支援 等

・業務の再開、緊急事態措置
の縮小・中止

等

（注）発生段階はあくまで目安に過ぎず、必要な対策を柔軟に選択し、実施する。 ★新型インフルエンザ等緊急事態宣言時のみ必要に応じて実施する措置

未発生期（事前の準備）
・行動計画等の作成（国、地方公共団体、指定（地方）公共機関） ／ ・訓練の実施 ／ ・感染症や公衆衛生に関する情報提供 ／ ・ワ
クチンの接種体制の整備 ／ ・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄 ／ ・地域医療体制の整備

海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期

県内発生早期海外発生期 県内感染期 小康期県内未発生期
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新型インフルエンザ等対策に関する計画の構造について

政府行動計画（特措法第6条）

未
発
生
期

海
外
発
生
期

国
内
発
生
早
期

国
内
感
染
期

小
康
期

発生段階
に区分
（第3項）

発
生
段
階
ご
と
に
規
定
（第
３
項
）

（１）実施体制（第2項第2号ハ、第5号）

（２）サーベイランス・情報収集
（第2項第2号イ）

（３）情報提供・共有（第2項第2号ロ）

（４）予防・まん延（第2項第2号ニ）

（５）医療（第2項第2号ホ）

（６）国民生活及び国民経済の安定の確保
（第2項第2号ヘ）

 国が実施する事項
 都道府県が実施する事項
 市町村が実施する事項
 指定公共機関が実施する事項

対策の実施に関する基本的な方針（第2項第1号）

都道府県行動計画（第7条）

対策の実施に関する総合的な推進
（第2項第1号）

（１）実施体制（第2項第4号）

（２）サーベイランス・情報収集
（第2項第2号イ）

（３）情報提供・共有（第2項第2号ロ）

（４）予防・まん延（第2項第2号ハ）

（５）医療（第2項第2号ニ）

（６）県民生活及び地域経済の
安定の確保（第2項第2号ホ）

市町村行動計画（第8条）

（１）実施体制（第2項第3号）

（３）情報提供・共有（第2項第2号イ）

（４）予防・まん延（第2項第2号ロ）

（６）住民生活及び地域経済
の安定の確保（第2項第2号ハ）

 市町村が実施する事項

対策の実施に関する総合
的な推進（第2項第1号）

 都道府県が実施する事項
 市町村が実施する事項
 指定公共機関が実施する事項

抜粋して
記載

 国が実施する事項
 都道府県が実施する事項
 市町村が実施する事項
 指定公共機関が実施する事項

 都道府県が実施する事項
 市町村が実施する事項
 指定公共機関が実施する事項

抜粋して
記載  市町村が実施する事項

１ 対策の目的及び基本的な戦略 ２ 対策の基本的な考え方 ３ 対策実施上の留意点 ４ 新型イン
フルエンザ発生時の被害想定について ５ 対策推進のための役割分担 ６ 計画の主要６項目 ７
発生段階

特措法に基づき地方公共団体が処理する事務は、第一号法定受託事務 → 国は、対策に係る事務の処理（行動計画の作成を含む。）の基準を定める
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